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秋田県モデル工事実施証明書発行要領 新旧対照表

新 旧

秋田県モデル工事等実施証明書発行要領

（略）

附 則（令和５年３月３日技管－１１２０ 一部改正）

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。

２ この要領による改正後の秋田県モデル工事実施証明書発行要領の規定は、令和５年４月１日以降に入札公告等

（指名競争入札の場合にあっては指名通知をいい、随意契約の場合にあっては見積依頼通知をいう。）を行う工

事から適用する。

（略）

（略）

秋田県モデル工事 実施証明書発行要領

（略）

（略）

（略）


